
災害時の対応について

災 大 地 震 大雨・洪水・台風等 不審者・事故等
害 （概ね震度４以上） （警報等が発令）

○放課後及び休日の
不審者事案や事故

登 については、速や
かに学校（教頭）

校 に連絡をする。
○安全が確保できな

前 い場合は、送迎を
お願いすることも
ある。（メールで
連絡）

○安全な場所にすぐ避難す ○安全を確保できる場合は ○不審者と遭遇した
る。 登校する。送迎可 場合は、近くの家

・ブロック塀などの倒れそ ○安全が確保できないと判 などに駆け込み、
登 うなものから離れた場所 断した場合は、自宅待機 助けを求める。

にしゃがむ。 とする。 → 電話が使 → 学校に連絡し
○揺れがおさまったら、 用できる場合は、学校に てもらう。

校 ・学校に近い場合は、学校 連絡する。 ○不審者事案及び事
に向かう。 故発生時は、保護

・自宅に近い場合は、自宅 者等が警察に通報
中 に戻る。→ 帰宅し電話 するとともに、学

が使用できる場合は、学 校にも連絡する。

校に電話し、所在を伝え
る。

○在校時に地震が発生した ○浸水の恐れがある場合は ○基本的に、登校時
下 場合は、安全な場所に避 本荘公園二の丸に避難す と同様の対応とす

難する。 る。困難な場合は、校舎 る。
校 ○安全が確保できる場合は、 ２階へ避難する。 ○下校中の安全確保

下校させる。 ○避難した旨を、保護者に が困難な場合は学
時 ○安全な場所にすぐ避難す メールで連絡する。 校に待機させ、保（

る。（登校時と同じ） ○安全が確保され次第、保 護者へ引き渡す。
下 ・自宅または学校に向かう。 護者へ引き渡す。 （可能な限りメー
校 ○保護者が迎えに来た場合 ル等で連絡する。）
体 は、保護者へ引き渡す。
制 ○下校が困難な場合は、学）

校に待機させ、保護者へ
引き渡す。（可能な限り
メール等で連絡する。）

尾崎小学校電話番号：２４－１２３６

☆午前６時の時点で地域全体が停電の場合は、自
宅待機とする。

☆午前８時まで停電が復旧しない場合は、臨時休
業とする。

☆安全を最優先し、保護者の判断で児童を自宅待
機または避難させる場合もある。

☆メール配信が可能な場合は、午前６時～７時に
連絡する。
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